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神戸市建設局道路計画課＊０ 

令和 5年 5月 

  

■神戸市公共駐車場指定管理者標準事務処理要領の取扱いについて 

 

本要領は使用料金を前提に記載しています。今回の公募で、神戸市のルール変更や指定管理者の業

務改善提案による見直しに基づき、指定管理協定の締結時に甲乙協議のうえ、改訂する予定です。 

現時点で、下線＊印を附した箇所について、下記のとおり変更予定です。 

 

＊０ 駅前魅力創造課に変更します。 

＊１ 神戸市駐車場条例に変更します。 

＊２ １０営業日に変更します。 

＊３ 令和 8 年度以降、運営業務は駐輪場の指定管理者が行うこととします。 

＊４ ３０万円に変更します。 

＊５ 事業者が執行する修繕費は、原則１件あたり２５０万円未満とします。 

資料４ 
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神戸市公共駐車場指定管理者標準事務処理要領 

 

第 1章 総則 

（目的） 

第 1条 この要領は、神戸市が設置する駐車場において、指定管理者が行う駐車場運営及び施設設備の

維持管理について、神戸市立路外駐車場条例（昭和 42 年 3 月条例第 53 号）又は道路法第 24 条の２

第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例（平成 5 年 10 月条例第 30 号）

（以下「条例」という。）＊１に定めるもののほか、その標準的仕様を定めるものである。 

（勤務心得） 

第２条 指定管理者は、次の点に留意し、迅速かつ正確にその事務を処理するよう努めなければならな

い。 

(1) 利用者との応対は、常に親切、丁寧に行うよう心掛けること 

(2) 駐車料金は領収書と引き換えに受け取ること 

(3) 料金収受の際は、計算誤りのないよう注意すること 

(4) つり銭を渡すときは、必ず金額を告げたうえで手渡すこと 

(5) 勤務にあたっては、服装を整え、明るい態度で利用者に接すること 

(6) 駐車場内及び駐車場周辺の清掃に心掛け、清潔な環境を維持すること 

(7) 駐車場施設設備の状況の点検を確実に行い、施設設備の正常運転及び利用者の安全確保に心掛

けること 

２ 指定管理者は、定期的に応対研修、マナー研修等を実施し、係員の資質向上を図るものとする。 

（満車時の駐車誘導） 

第３条 満車時においては、入口チェックブース、出口料金所及び場内巡回係員相互の連絡を密にし、

円滑で効率よい回転を図るよう努めなければならない。また、必要に応じて案内誘導の係員を配置す

るものとする。 

 

第２章 実務 

（駐車券の交付） 

第４条 駐車券は入場するすべての自動車に対して交付しなければならない。ただし、定期駐車券及び

公用駐車券等は除く。 

２ 駐車券の自動発行機の故障（自動発行機によらず駐車券を発行する自動二輪車を除く。）により駐

車券が発行できない場合は、手動に切り替え発行するものとする。その場合においても入庫時間を記

すタイムスタンプを刻印のうえ交付するものとする。 

３ 前項の規定による駐車券に刻印した入庫時間については原則として訂正してはならないものとし、

やむを得ず前項の訂正が必要な場合は理由を記載し、取扱者及び責任者の認印を押印すること。 

（料金計算） 

第５条 駐車料金の計算方法は、条例の規定による。 

（１～２分超過の場合の取扱） 

第６条 単位時間を１分超過した場合においても、原則として条例に基づき駐車料金を徴収するものと

する。ただし、出庫時における場内での大幅な渋滞等、指定管理者がやむを得ないと認める場合はそ

の限りではない。 
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（駐車料金の徴収） 

第７条 駐車料金徴収は、原則として自動精算機により行うものとする。但し、定期駐車券及び回数駐

車券等の販売、自動発行機によらず駐車券を発行する自動二輪車の駐車料金、自動精算機が故障した

場合における駐車料金の徴収等やむを得ないと認められる場合においては、キャッシュレジスター或

いは手集金の方法により駐車料金を徴収する。 

２ キャッシュレジスターにキャンセル（取消し）ボタンがある場合、「キャンセル操作実施記録簿」を

作成し保管すること。キャンセル操作を実施した際は必ず記録簿に記載すること。 

３ 精算機及び窓口にてキャッシュレス決済対応を行うこととする。 

４ 神戸市の各部署と駐車料金及び徴収に関する協議を行った場合は、神戸市の指示に従うこととする。 

５ 第２項に規定する駐車料金の徴収について，窓口でのキャッシュレス決済については、神戸市が調 

達する端末を使用することとする。支払われた使用料の収納については，甲契約の事業者から神戸市 

の口座に直接入金される。ただし，徴収額及び内訳については月末で集計し，速やかに神戸市に報告 

することとする。なお，決済手数料は神戸市が負担するものとする。 

（領収書の発行） 

第８条 駐車料金の収受に際しては必ず指定管理者名（共同事業体の場合は共同事業体名義）の領収書

を発行しなければならない。ただし、自動精算機及びキャッシュレジスターにより領収書を発行する

場合については指定管理者名の記載を省略することができる。 

（各種駐車券） 

第９条 神戸市が発行する業務用定期券又は身体障害者用の長時間駐車承認願（又は長時間駐車券）を

携帯する自動車（自動二輪車を除く）等、条例に規定される自動車については、駐車料金を徴収しな

いものとする。 

２ 条例の規定に基づき福祉駐車券を携帯する自動車（自動二輪車を除く）については、当該自動車が

入庫してから最初の３時間までの駐車料金は徴収しない。 

（外交官車両に対する取扱い） 

第 10条 外交官車両については、原則として駐車料金を徴収しない。 

（駐車料金を徴収しない自動車に対する取扱い） 

第 11 条 第９条及び第 10 条に規定する駐車料金を徴収しない自動車が駐車場を利用した場合、「公用

駐車券等利用簿」に利用者名及び利用目的を記載のうえ、取扱者印を押印しなければならない。また、

第９条第 1項に規定する身体障害者用の長時間駐車承認願（又は長時間駐車券）を提示した者につい

ては、当該承認願（又は当該駐車券）に駐車場承認印を押印するものとする。ただし、第９条第１項

に規定する業務用定期券及び第９条第２項に規定する福祉駐車券を携帯する自動車については、当該

取扱を省略することができる。 

（駐車券の紛失） 

第 12 条 第４条の規定により発行する駐車券紛失の申出があった場合においては、駐車券紛失届兼出

車願を提出させ、当該駐車券紛失届兼出車願に記された入庫時間に基づいて計算し、駐車料金を徴収

するものとする。 

（駐車料金過不足の処理） 

第 13 条 駐車料金の収受に際し過不足を生じた場合は、その旨を業務日報により報告し、利用者に対

して調査を行い、当該過不足の生じた駐車料金の追徴又は還付をしなければならない。 
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（定期駐車券の発行） 

第 14 条 各駐車場における定期駐車券の発行限度枚数については、指定管理者と神戸市が協議の上、

定める。 

２ 定期駐車券の発売は原則として次に定めるところにより行う。 

(1) 申込受付及び発売期間 

各月 25 日から 29 日まで（但し、２月については 23 日から 27 日まで） 

(2) 発売方法 

定期駐車券購入申込書により申込を受付け、その都度、発売する。 

ただし、新規購入者については継続購入者の更新枚数が前項に規定する発売限度枚数を下回る

場合に限り、その残余枚数について定期駐車券購入申込書により申込を受け付け発売する。 

３ 新規で定期駐車券を発行するとき、又は車両変更等を行う場合は、定期駐車券購入申込書または車     

両変更届等の提出に加え、自動車運転免許証及び当該車両の自動車検査証等の写しを提出いただくも  

のとする。 

４ 定期駐車券を購入したものから証明書の申請があったときは、定期駐車券販売証明書を発行するも  

のとする。 

（定期駐車券の解約等） 

第 15 条 有効期間前に定期駐車券の解約の申出があったときは、当該定期駐車券を回収の上、徴収済

の料金を返還する。ただし、有効期間中に解約の申出があった場合については、理由の如何を問わず

徴収済の料金は返還しないものとする。 

（定期駐車券の紛失時の取扱い等） 

第16条 定期券の滅失又は紛失による再発行の申出があったときは、定期駐車券再交付願及び誓約書

を提出させ、再発行日を開始日とする定期駐車券を再発行するものとする。 

２ 再発行については、１個人につき年１回までとする。 

３ 紛失した定期駐車券が不正利用されないように、精算機等にて使用停止処理を行うこととする。 

（定期駐車券の不正使用） 

第 17 条 不正に使用された定期駐車券を発見したときは、その定期駐車券を回収し、使用者の住所、

氏名及び車両番号を業務日報により報告すること。 

（車庫証明願） 

第 18条 駐車場（予め神戸市と指定管理者が協議の上指定した駐車場を除く。）においては、自動車の

保管場所の確保等に関する法律に基づく自動車保管場所使用承諾証明書の発行は行ってはならない。 

（事業計画・収支計画） 

第 19 条 指定管理者は、前年度の３月末までに次年度の事業計画書・収支計画書を提出し、神戸市の

承認を得ることとする。その際、次の事項を必須記載事項とする。 

（１）駐車場事業全体の事業計画及び全体収支計画 

（２）施設管理業務に関する年間工程表（当該年度の月ごと及び業務内容ごとの工程表） 

（３）公募時に提案した自主事業に関する実施手段、スケジュール及び収支計画 

（業務報告） 

第 20 条 駐車場管理運営に関し、次の各号に掲げる報告書を作成して神戸市に提出するものとし、記

載内容・書式・提出方法については、あらかじめ神戸市の指示に従うものとする。 

(1) 業務日報及び業務月報 

ア 原則として業務日報には、日々の入出庫台数（自動二輪車含む）及びその内訳となる駐車券種
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別利用台数（普通、定期駐車券、回数駐車券、プリペイドカード、障害者駐車券、業務用等）、並

びに収入金額（自動二輪車含む）及びその内訳となる金額・件数（普通、定期駐車券、回数駐車

券、プリペイドカード等）について記載するほか、事故、施設設備の故障その他の特異事項を記

載するものとする。また、回数駐車券及びプリペイドカードの回収（利用）金額も記載するもの

とする。 

イ 業務月報は、上記の業務日報を合綴して月集計した総括表を添付して作成し、翌月の 10 日＊２

までに提出するものとする。但し、予め神戸市と協議した場合においては、業務日報の添付を省

略することができる。この場合においても当該業務の年度が終了してから５年間は、業務日報を

確実に保管しなければならない。 

  また、業務月報の提出と併せて、長期駐車車両（承認を得ずに連続して７日間を超えて駐車し

ている車両）の一覧表を提出するものとする。長期駐車車両が無い場合も、現状報告のため提出

するものとする。 

 ウ 窓口にてキャッシュレス決済により支払われた使用料の徴収額及び内訳については月末で集計

し、速やかに神戸市に報告することとする。詳細については神戸市の指示に従うこととする。 

(2) 年間事業報告書 

毎年度終了後、駐車場の運営（利用実績、駐車料金収入実績、施設設備に関する維持管理及び修

繕実績及び経費、駐車場管理に係る経費の収支決算、自主事業に関する実施実績及び収支決算等）

について記載した年間事業報告書を作成し、4月 15 日までに提出するものとする。ただし、期限ま

でに提出できない場合は、神戸市と協議すること。 

(3) 随時報告 

調査照会等、神戸市から指示する事項について回答、報告すること。 

（押印手続きの省略） 

第 21条 駐車場利用者に提出を求める書類について、押印は省略することとする。 
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第３章 防犯及び事故 

（長期駐車車両の取扱い） 

第22条 駐車場において、放置車両、長期駐車車両（承認を得ずに連続して７日以上駐車している車両）

が認められる場合は、所轄警察署及び陸運事務所に対して、盗難届の有無についての照会及び車両照

会を実施する。 

２ 前項の照会の結果、使用者・所有者の判明した車両については（自動二輪車については、神戸市に

公用照会を依頼し、使用者・所有者が判明した後）、速やかに、出庫催告書を送付する等、車両の出

庫指示と料金徴収を行うこと。また、直ちに出庫できない理由があると認められるときは利用者に出

庫の予定（入庫から１ヶ月以内を期限とする）を確認すること。 

３ 入庫から１ヶ月以内に出庫されない場合、相手方と連絡がつかない場合及び当該車両が盗難車であ

ると判明した場合は、早急（入庫から１ヶ月以内）に神戸市に報告すること。 

 

 

 

 

⾧期駐車車両対応フロー図
入庫からの

日数

（目安）

７日

8日

10日

15日

↓ ↓

↓ ↓
期限までに出庫

期限までに
出庫しない場合

↓
30日神戸市に報告（神戸市が訴訟手続き等に着手）

盗難届照会

↓

催告書の返戻等、本人に連絡がつかなかった場合

催告書送付（期限(送付日から２週間)を決めて出庫依頼）

車両登録事項照会　※自動二輪車においては神戸市にて公用照会

↓

毎日24時（または営業終了時）に駐車車両を確認・記録

承認を得ずに7日以上駐車していることを確認

本人に連絡が付く場合

盗難車の場合盗難車でない場合
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（防犯） 

第23条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項に注意し駐車場内を定期的に巡視するものとする。 

(1) 挙動不審者 

(2) 施設・設備の異常 

(3) 自動車の損傷 

(4) 自動車及び自動車部品の盗難 

(5) 火気、漏電、異臭等 

(6) 不適正駐車 

(7) 長期駐車車両（承認を得ずに連続して７日以上駐車している車両） 

２ 前項第１号に掲げる挙動不審者を発見したときは、その入場理由を問い質し、駐車場利用者でない

ことが判明した場合は直ちに退去を求めるものとする。 

３ 第１項第２号及び第５号に掲げる異常を発見したときは、危険を防止するために速やかに復旧措置、

或いは応急措置を講じるものとする。また、利用者に事故が発生する恐れがある場合は、当該箇所へ

注意喚起の表示を行う、或いは立ち入りを制限する等の措置を講じるものとする。 

４ 第１項第３号及び第４号に該当する犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その場に居

合わせた者及びその関係者に必要な警告を発してその行為を制止し、警察官に対して速やかに連絡す

るものとする。 

５ 第１項第６号に該当する車両を発見したときは、利用者に注意喚起すること。 

６ 連続して２日以上駐車されている車両（定期駐車券利用者含む）については、１日に２回（昼・夜）

以上の巡視を行い、車両の動きを確認すること。 

（場内での自動車事故等） 

第24条 場内で自動車事故が発生した場合、駐車場施設設備の設置上の瑕疵、或いは管理上の注意義務

を怠ったことに起因する場合を除くほか、原則としてその責めを負わないものとする。 

２ 場内で自動車事故が発生したときは、直ちに現場に向かい、その状況を確認したうえで応急の措置

を講じるとともに必要に応じて場内の車両・利用者の誘導を行い二次災害の発生防止に努めるものと

する。また、けが人が発生した場合においては、応急手当を実施するほか必要に応じて救急車の出動

を要請する等、けが人の救護にあたるものとする。 

（場内での自動車損傷） 

第25条 場内で自動車に損傷を受けた旨の申出があった場合は、直ちに駐車場管理責任者に報告しその

指示を受けるものとする。但し、一旦、出庫した後の申出については原則として受け付けないものと

する。 

２ 前項の事故処理にあたっては犯罪を誘発することがないよう厳正に処理しなければならない。 

（災害等緊急事態発生時の行動） 

第26条 火災及び水害等の緊急事態が発生した場合は、駐車場係員は、利用者を安全な場所に避難誘導

するなど、まず利用者の安全確保に全力を挙げなければならない。また、係員は、駐車場管理責任者

の指示に従って行動し、必要に応じて各自の判断によって迅速に事態に対処するものとする。 

２ 駐車場係員は、火災及び水害等の緊急事態の発生に際し、的確な判断と行動が取れるように、予め

水防資材の配置場所及び水防作業の実施方法並びに災害発生時の避難誘導及び消防設備に関する知

識等について熟知しておくものとし、不測の事態に備えなければならないものとする。 
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（報告） 

第27条 第23条第２項から第５項、第24条、第25条及び第26条第１項に掲げる異常、事故及び緊急事態

が発生したときは、速やかにその旨を神戸市及び関係当局に報告するものとする。 

 

 

第４章 駐車券類 

（駐車券の受払） 

第28条 指定管理者は、駐車券、定期駐車券、回数駐車券及びプリペイドカード等の受払簿を備え付け、

各駐車券類の受払の状況を明らかにするものとする。 

２ 駐車券、定期駐車券及び回数駐車券並びにジャーナル用紙等については予め神戸市が指定する業者

から納品するものとし、プリペイドカードについては神戸市建設局において受払いを行うものとする。 

３ 前項について、業者から納品を受けた際には、受領書を作成し業務月報と共に神戸市に提出するこ

と。 

４ 第14条第２項、第15条及び第16条の規定により、前項に規定する業者から納品された定期券と、発

売又は発券もしくは回収した定期券との間で残余が発生した場合には、当該月の定期券受払いの状況

を記載した定期駐車券返却簿に当該残余定期駐車券及び書き損じた定期駐車券等を添えて、神戸市へ

返還しなければならない。 

（精算） 

第29条 プリペイドカードについては、発券元に関わらず神戸市及び神戸市道路公社が設置する駐車場

で相互利用できるものとし、各駐車場での販売金額と利用金額の差額について神戸市と指定管理者と

の間で精算は行わないものとする。 

（旧式駐車券等の交換） 

第30条 旧式の回数駐車券、プリペイドカード等の交換の申出があった場合において、回数駐車券につ

いては当該交換の申出があった旧式回数駐車券を同数の新式回数駐車券と交換するものとする。 

オムロン製プリペイドカードについては、当該交換の申出があったカードの残金額と新たに交換で

発行するカードの販売額との差額を徴収して交換するものとし、アマノ製プリペイドカードについて

は、利用者の申告した残額と新たに交換で発行するカードの販売額との差額を徴収して交換するもの

とする。 

２ 前項の規定により駐車券類を交換する場合においては、旧式回数駐車券等受払簿にその旨を記載し

なければならない。 

３ 前項の旧式回数駐車券等受払簿については、回収した旧式駐車券を添えて第28条第４項に規定する

定期駐車券返却簿とともに、神戸市へ提出するものとする。 

 

 

第５章 施設設備の維持管理及び修繕 

（施設設備の維持管理） 

第31条 駐車場施設・設備について効果的、効率的な駐車場施設の維持管理運転を行うものとし、施設

設備の維持管理に必要な官公署の免許、許可、認可等を受けるものとする。 

２ 指定管理者は、駐車場施設・設備の日常点検・維持管理運転のほか法定点検及び定期点検を行い、

駐車場施設・設備の性能を維持しなければならない。 
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３ 前２項の業務については「施設及び設備の維持管理に関する仕様書」によるものとする。また、業

務の一部について外部委託する場合は、必要な免許等を有している者を委託先とし、予め神戸市に報

告するものとする。 

（清掃業務） 

第32条 駐車場施設内及び周辺の環境を良好な状態に保つために、清掃・ゴミ処理業務を適切に行うも

のとし、原則として「駐車場施設概要」によるものとする。 

（修繕） 

第 33 条 駐車場施設設備の修繕は、原則として「施設及び設備の維持管理に関する仕様書」の定めに

従い指定管理者が行うものとする。なお修繕の実施にあたっては、神戸市に修繕要求書、修繕報告書

及び修繕完了報告書を提出するものとする。なお，各報告は修繕の実施後 30 日以内に行うこととす

る。 

２ 前項の規定に合致しない改修・工事等については、神戸市と指定管理者双方が協議の上、実施主体・

方法について協議の上、実施するものとする。 

３ 修繕業務を実施する場合には、原則として複数業者による相見積もりを実施するものとする。 

（修繕費の精算） 

第 34 条 神戸市は各駐車場に毎年度指定管理料と併せて修繕費を支払い、年度末に執行額及び修繕内

容について確認のうえ精算する。 

 

 

第６章 物品 

（備品の無償貸付） 

第 35 条 駐車場運営並びに駐車場施設及び設備の維持管理にあたり、駐車場備え付けの備品を無償で

使用することができるものとする。 

２ 指定管理者が指定管理料により備品を購入するときは、購入後の備品は神戸市所有に属するものと

する。但し、駐車場運営並びに駐車場施設及び設備の維持管理のために指定管理者が自らの経費でも

って購入、又は持ち込んだ備品については除く。 

（物品の管理） 

第 36 条 指定間管理者は、駐車場内の備品について、神戸市所有に属する物と指定管理者所有に属す

る物を明確に区分し、神戸市所有に属する物については神戸市物品会計規則等に基づいて適正に管理

するものとする。 

２ 指定管理者所有に属する物についても、物品管理簿を備え、保管・購入・廃棄等について適正に管

理するものとする。 

３ 指定管理者は、前条第２項に規定する指定管理者所有に属する備品について、不要となったとき、

または指定管理期間が満了したとき、若しくは指定管理者の指定が取り消されたときは、原則として

指定管理者の経費でもって当該備品を撤去しなければならない。ただし、神戸市との協議により合

意した場合、神戸市または次期指定管理者に対して当該備品等を無償で引き継ぐことができるも

のとする。 
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第７章 その他事務 

（照会回答） 

第 37 条 指定管理者は、官公庁ほか関係機関から駐車場運営並びに駐車場施設及び設備の維持管理に

ついての調査物について対応するものとする。また、神戸市が調査照会に対する回答を作成する場合

において、必要な資料・データの請求があった場合には、それに対応しなければならない。 

２ 利用者から、各駐車場の利用方法、料金体系、営業時間等について、来訪、電話、その他問い合わ

せがあった場合は、それに対応すること。 

（遺失物の取扱い） 

第 38条 指定管理者は、駐車場内での拾得物、遺失物について、遺失物法等、所定の手続きにより警察

署への届出・遺失者への返却等の対応をすること。また、駐車場内で保管する際は、紛失しないよう

施錠のうえ保管すること。 

（利用者満足度調査） 

第 39 条 指定管理者は、常に利用者の要望等を把握する機会を設け、利用者から寄せられる要望や苦

情、意見に対して速やかに対応すること。対応結果は、神戸市に報告すること。 

２ 指定管理者は、神戸市建設局に設置する神戸市指定管理者選定評価委員会が実施する利用者満足度

調査の実施に協力すること。 

 

 

第８章 雑則 

（個人情報保護及び情報公開） 

第40条 駐車場利用者の情報など、駐車場の管理運営上知り得た個人情報は、神戸市個人情報保護条例

に基づいて適切に対応し、指定管理業務に関する事項は、神戸市の情報公開制度に準じた取り扱いを

するものとする。 

２ 駐車場に関する警察等からの照会により情報提供する場合は、神戸市の承認を得ること。 

（特記事項） 

第41条 この事務処理要領に定めるほか各駐車場個別対応事項については、別に掲げる。 

（疑義の解釈） 

第42条 この事務処理要領に記載されるもののほか、疑義の生じた場合は神戸市と指定管理者と双方協

議の上、解決を図るものとする。 

 

 

（附則） 

この事務処理要領は、令和５年５月１日から施行する。 
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【駐車場個別対応事項】 

 

１ 神戸市立三宮駐車場 

(1) 南駐車場では、兵庫県生田警察署が違法駐車車両の保管及び違法駐車車両の返還業務を実施す

る場合がある。 

(2) 神戸市市会事務局や企画調整局、建設局（王子動物園）等に関する駐車料金徴収の取扱いについ

ては、別途協議の上、神戸市の指示に従うものとする。 

(3) 近隣商業施設利用客の駐車料金徴収方法については神戸市の指示に従うものとする。 

 

２ 神戸市立花隈駐車場 

建設局（王子動物園）等に関する駐車料金徴収の取扱いについては、別途協議の上、神戸市の指示

に従うものとする。 

 

３ 神戸市立新長田駐車場 

 (1) 近隣商業施設利用客の駐車料金徴収方法については神戸市の指示に従うものとする。 

 (2) 電気自動車用充電機（１台）が設置されているので、維持管理を実施することとする。駐車場利

用者は無料で使用可能とし、充電等にかかる電気代は指定管理者の負担とする。 

 

４ 神戸市長田北町駐車場 

長田区総合庁舎との建物・設備の共用部分の管理は業務から除くものとする。 

 

５ 神戸市立鈴蘭台駐車場 

併設の神戸市立北区民センター大ホール、神戸市立北在宅福祉センター及び神戸市立シルバーハイ

ツ鈴蘭台の施設管理業務を含むものとする。 

 

６ 神戸市立細田駐車場 

併設の新長田図書館、細田児童館及び細田地域福祉センターの設備維持管理及び敷地内構造物（共

用物件）の維持管理修繕等を含むものとする。 

 

７ 神戸市新長田駅前駐車場 

(1) 都市局が設置する隣接の再開発ビル附置義務駐車場の維持管理も業務に含むものとする。 

(2) 再開発ビル附置義務駐車場用回数駐車券（ピフレテナント回数券）の販売については神戸市の

指示に従うものとする。 

(3) 近隣商業施設利用客の駐車料金徴収方法については神戸市の指示に従うものとする。 

 

８ 神戸市舞子駅前駐車場 

(1) 都市局が設置する再開発ビル附置義務駐車場及び周辺通路の維持管理も業務に含むものとする。 

(2) 再開発ビル附置義務駐車場用回数駐車券（ティオ舞子テナント回数券）の販売については神戸

市の指示に従うものとする。 
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９ 神戸市和田岬駅前駐車場 

「神戸市和田岬駅前駐車場」と併せて管理運営する「神戸市立和田岬駅前自転車駐車場」管理運営

要領＊３については、別途神戸市が指示するものとする。 

 

10 神戸市神戸駅南駐車場 

 (1) 神戸駅周辺地域津波避難等対策協議会に参加することとする。 

 (2) 電気自動車用充電機（２台）が設置されているので、維持管理を実施することとする。駐車場利 

用者は無料で使用可能とし、充電等にかかる電気代は指定管理者の負担とする。 
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